
109

医学教育制度の刷新＊1

高　久　史　麿＊2

1．入学者選抜

　国公立の医科大学では全て入試センター試験と

学力試験が，また，私立医科大学では大学独自の

学力試験が行われている．学力試験以外に面接，

小論文を入学志願者に課する大学が多く，推薦入

学の制度も約半数の医科大学（医学部）（以後医科

大学に統一）で採用されている．このことから医

師としての資質・適性の評価の方法として面接を

重視し，それに小論文，高等学校の調査表を加え

て総合的に判断する努力が多くの医科大学でなさ

れているといえる．しかし，限られた時間内で受

験生が医師としての資質を有しているかどうかを

判断することはきわめて困難で，受験生の学外で

のボランティア活動をはじめとする学力以外の活

動を評価したり，より多くの時間を面接にかける，

など大学側のより一層の努力が必要である．

　医学生の選抜に関連して，“アメリカのように4

年間の大学教育を受けた学生が4年制の医科大学

に入学する制度の導入が望まれる”と，文部省の

21世紀医学・医療懇談会の第一次報告書1）の中で

提案されている．

　受験生が高等学校を卒業した時点で自分の将来

を決めることが困難なことは以前から指摘されて

おり，大学の4年間で幅広い教養を身につけ，そ

の結果医師となることを決断した学生が医科大学

に入学することは理想的であるとも考えられる．

しかし，現在ただちに全面的にこの制度を導入す

ることについては，わが国ではりベラルアーツ型

の学部教育が十分に実施されている大学や学部が
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少ないこと，この制度は医学教育の実質的な2年

間の延長になること，などを考え慎重に対応すべ

きであろう．なお，大阪大学，東海大学ではすで

に他学部の卒業生が一部学士入学の形で入学する

ことが行われている．また，これから新入生の一

部を学士入学者にあてることを計画している大学

もある．これら学士入学者の卒前，卒後の評価を

十分に行う必要があるであろう．

2．大学設置基準の大綱化と一般教育のカリキ

　　ュラムの改変

　わが国の医学教育の最近の変化の中でもっとも

大きなものは，1991年に文部省から出された大学

設置基準の大綱化である2）．

　この大綱化によって従来の医学進学過程はなく

なり，各大学は自主的に独自のカリキュラムを組

むことが可能となった．したがって，第二次大戦

以後約半世紀近く続いてきた新制大学制度に初め

て教養部廃止という大規模な改革が行われたこと

になる．医学教育に関する議論の中で長い間論議

の対象となってきた医学進学過程の問題に，各大

学が自分らの意志で大きな改革を加えることが可

能となったことの意義はきわめて大きい．事実

1996年に全国医学部長病院長会議が行ったアン

ケート調査3）の結果でも，一般教育のカリキュラ

ムの改変を実施した大学は92％に達し，6年間一

貫教育を行っていると回答した大学も52％に達

していた．一般教育改革の内容としては，一般教

育の授業時間の短縮，科目選択制の強化，専門教

育へのearly　exposure，英語教育の重視などが目

立っている．しかしながら，反面，上記の21世紀

医学・医療懇談会第一次報告では，“医療人には幅

広い教養を持った感性豊かな人間性，人間への深

い洞察力，倫理観，生命の尊厳についての深い認



110

識を持つ事が強く求められており，医療人育成に

おける人間教育，教養教育の重視を徹底する必要

がある．その為には人間的に成熟した幅広い教養

教育を修得した後に医療に関する専門的な教育を

行なう事も考えられる”，と述べられているよう

に，インフォームド・コンセントの強調など患者

の権利の意識が高まりつつある医療の現場の変化

を考える時，従来の教養課程の授業内容を，いか

にして上述のような医療人としての人格の形成を

目指した方向に変更するかは，医学部の一般教育

の教員としてふさわしい人材の確保などを含め

て，各医科大学に課せられたきわめて大きな課題

である．

3．専門教育のカリキュラム

　1）統合カリキュラムとテユートリアル教育

　基礎医学教育が6年一貫教育の中に組み込まれ

る傾向が医科大学において目立っている3）．また，

いわゆる臓器別統合カリキュラムとして基礎医学

の教育を臨床医学の教育と関連した形で教育する

ことが以前から各医科大学でさまざまな形で行わ

れていることは周知のごとくである．統合カリキ

ュラムが教育効果をあげるためには，各授業科目

間での教育内容に関するコーディネーションが必

要で，その内容の医学・医療の進歩に伴う改変に

つねに心掛けないと，統合カリキュラムが形だけ

のものになってしまう恐れがあるであろう．

　従来，医科大学では基礎医学教育の中での実験

実習と臨床医学教育の中の臨床実習を除けば，教

育は全て講義形式で行われてきた．いうまでもな

く，講義形式には，その時間の間1人の教員で1

～ 2学年生全体の教育を効率よく行うことができ

るという利点があるが，学生が読みやすいように

工夫された教科書が多数出回っている現在では，

学生を飽きさせないユニークな講義を行うこと

は，話術などに特別な才能をもった教員でない限

りなかなか困難である．事実，講義への学生の出

席率が低いことが以前から各医科大学で指摘され

ており，このことは現在でも変わりがない．

　このような講義への出席率の低下に対する方策

の1つとして注目されているのが，テユートリア

ルと呼ばれる少人数教育である．テユートリアル

教育は，一定の問題について少人数からなる学生

グループが討論し，学生自身でその問題を解決す

る方法で，カナダのマクマスター大学での医学教

育改革に際して初めて試みられた方法4）である．

このテユートリアル教育は，その後各国の医学教

育にさまざまな形で取り込まれているが，わが国

においても1990年に初めて東京女子医科大学で

テユートリアル教育が全学年の教育に全面的に取

り入れられた5）．テユートリアル教育は学生自身

の問題解決能力を高めるとともに，少人数のグル

ー プの中で各学生がそれぞれの役割を果たすた

め，当然，出席率もよく，東京女子医大における

テユートリアル教育の成果が注目されている．

　テユートリアル教育では多数の学生グループが

作られることから，当然多人数の教員の教育への

関与と数多くのカンファランスルームが必要であ

る．したがって，テユートリアル教育は，各疾患

のセンターを数多く有している東京女子医科大学

のような規模の大きい医科大学で初めて可能であ

ると考えられてきた．しかし，1996年から国立の

岐阜大学医学部でも全学年にテユートリアル教育

を行うことが始められた．国立の医科大学という

限られた教員の数と教室の数の所で，全学年のテ

ユートリアル教育を実施することはきわめて困難

ではないかと推定されたが，現在のところ順調に

進行し，学生の出席率，勉学への意欲も向上した

とのことである．テユートリアル教育の実施は当

然教員の教育への負担が増加することを意味す

る．したがって，その導入には教員の賛同が必要

であるが，東京女子医科大学，岐阜大学医学部で

は，その実施にあたって学長，医学部長の熱意と

テユートリアル教育に強く賛同する一部の教員の

実行力とがあって初めて全面的な導入が可能とな

ったとのことである．テユートリアル型の教育を

カリキュラムの一部に取り込んでいる医科大学は

少なくないが，全面的に取り入れている上述の2

校での教育への成果のいかんによっては，今後，

全面的に取り組む医科大学が増えてくるのではな

いかと考えられる．

　なお，指導体制の充実を図る目的で文部省は

1993年から大学院生をteaching　assistantとし

て採用する制度を開始した．この制度を大いに利

用することを考慮すべきであろう．
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　2）総合診療科と救急医学講座

　臨床医学の進歩に伴って診療の内容が専門分化

し，診療に従事する医師がもっぱら各自の専門の

病気の患者を診療するようになることは，医学の

進歩に伴っておこる当然の帰結といえよう．患者

のほうも自分の病気の専門家によって診療される

ことを望んでいる．とくに大学病院が1993年7月

公布の医療法の改正（1994年4月施行）によって

特定機能病院となり，外来診療においても実地医

家から紹介される患者の比率を高めることが求め

られるようになってから，高度先進医療の担い手

としての大学病院の存在がさらに強調されるよう

になった．しかし，反面，大学病院には医学生，

ならびに卒直後の臨床研修医がおり，彼らの教育

にはプライマリ・ケアや救急医学の教育が不可欠

である．特定機能病院として，高度先進医療を中

心とした医療を行い，外来も紹介された患者を中

心に診察するという医療体制では，学生や研修医

に対してプライマリ・ケアの教育を行うことは困

難である．一方，医学生や研修医に対するプライ

マリ・ケアの教育の必要性を強調する意見が世の

中に広くあることも事実である．このような矛盾

に対応する方法として，すでに1997年の時点で佐

賀医科大学，京都大学，北海道大学をはじめ13の

国立の医科大学において総合診療科が設けられ，

学生や研修医に対するプライマリ・ケアの教育の

場となっている．しかし，総合診療科の運営を円

滑に行うためには，各診療科からの協力が不可欠

であり，大学全体として総合診療科の機能をどの

ように運営するかに，学生や研修医へのプライマ

リ・ケア教育の成否がかかっているといえるであ

ろう．なお，学生に対するプライマリ・ケア教育

の一貫として，実地医家の所やへき地の診療所で

学生が一定期間研修することが一部の医科大学で

行われている．診療の第一線に出向いての実習は，

プログラムの組み方によっては有効なプライマ

リ・ケアの教育となるものと期待される．

　医学生にとってプライマリ・ケアの教育と同様

に重要なのは，救急医学の教育である．1997年の

段階で31の医科大学に救急医学の講座ができて

いるが，救命救急センターとして活動しているの

は，その中の一部の私立医科大学の救急部のみで

ある．医学生は必要に応じて救命救急センターに

出向いて教育を受けるべきであろう．

　3）臨床実習とClinical　clerkship

　医学生の病室における臨床実習は，少人数の学

生グループによるbed　side　learningの形で全て

の医科大学において行われており，その期間も2

学年にわたって行われている大学が半数を占めて

いる3）．従来，わが国の医学生の臨床実習は，見学

に近い形で行われることが多く，学生が主治医に

近いような形で患者の診療にあたる，いわゆる

clinical　clerkshipと呼ばれるアメリカ型の臨床

教育に比べて，その非効率性が指摘されてきた．

しかし，1991年の厚生省の「臨床実習検討委員会」

の報告6）に基づいて，医学生がある程度患者の診

断，治療に直接関与することが可能となり，その

結果，clinical　clerkshipの形の臨床教育を実施す

る医学校が増加してきている．しかし，アメリカ

の医科大学および関連教育病院に比べて，はるか

にスタッフの数が少ないわが国の医科大学で，

clinical　clerkshipの形で十分な臨床教育を行う

ことが困難なことは，以前から指摘されている通

りである．新設の国立医科大学では，設立当初か

ら教育関連病院を有し，医学生の臨床実習を関連

病院でも行っているが，教育関連病院では大学病

院よりもさらにスタッフの数が少ないのがつねで

ある．上記の21世紀医学医療懇談会の報告書1）で

は，臨床教授（臨床助教授・講師も含む）制度を

設け，大学以外の医療機関などに属している臨床

経験の豊かな優れた人材が，医学生の教育に参加

する制度の創設を提唱している．今後，大学以外

によい人材を見出し，医学生の教育に活用するこ

とが，大学の管理者に課せられた重要な課題の1

つになるであろう．

　Clinical　clerkshipの場での指導者の不足を補

う方法の1つとして，指導教員の下に医員，研修

医，学生がチームを組んで患者の診療にあたり，

そのことによって医員，研修医も直接学生の指導

にあたる方法を採ることが推賞されている．また，

2学年の学生が臨床実習を行っている場合には，

上級生が下級生を指導する体制を作ることが望ま

れる．人に教えることが本人にとってもっともよ

い勉強になることはつねに強調されるべきであ

り，アメリカの医科大学のclinical　clerkshipでは

以前からこのことが広く行われている．
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　わが国の臨床教育では欧米の臨床教育に比べて

問診やphysical　examinationなどの基本的な診

察技法に関する教育が不十分で，画像の解読など

検査結果の解説に多くの時間が費やされる傾向が

ある．基本的な診察技法に関して，不十分な教育

しか受けていない医学生が，その後研修医となり，

やがて大学のスタッフになる．当然，その教員は

医学生に基本的な診察技法を正確に教えることが

できない．また，基本的な診察技法の重要ささえ

も理解していない可能性も考えられる．各医科大

学の教育の責任者は，イギリスやアメリカの代表

的な医科大学でとられている診察技法に関する教

育の方法を積極的に取り入れることを考えるべき

であろう．

4．大学における評価

　1991年の大学設置基準の一部改正に際して各

大学で自己点検・評価を行うことが強く求められ

た．その結果，ほとんどの大学で何らかの形で自

己点検・評価が行われている．各大学における自

己点検・評価の方法はさまざまであるが，全学的

あるいは全学部的に統一した形式で，研究，教育，

診療についての資料を集め，そのデータを小冊子

にまとめて公表している大学が多い．しかし，第

3者による外部評価を行っているのはきわめて一

部の大学だけである．評価の中で研究に関する評

価は発表論文の数や質によって，また，診療に関

しては患者数などによって行うことが可能である

が，もっとも問題があるのは教育に対する評価で

ある．教育に対する評価は，その受益者である学

生からの評価がもっともよいと考えられる．また，

学生からの評価も各教員個人ごとになされるべき

であり，事実，各大学でさまざまな形で教員の教

育に対する学生からの評価がなされていると推定

される．各教員の教育に対する評価は，アメリカ

の医科大学では，厳格に行われており，講義の下

手な教員は講義の上手な教員の講義に出席するこ

とを要請されるとのことである．わが国でもその

ような厳しさを，教務の関係者は教員に要求すべ

きであろう．

　大学の自己点検・評価を行うことの必要性はい

うまでもないが，もっと重要なことは，その評価

をどのような形で大学の運営に生かすかである．

1996年に大学審議会は教員の任期制を提唱して

いる7）．各医科大学においては従来から臨床の教

室で医員や助手クラスの若い人たちを対象にし

て，任期を定めることが行われてきたが，ほとん

どの場合画一的な任期制であり，各人の勤務成績

や業績によって任期の期間に差をつけることは行

われておらず，大学の活性化という観点から最近

問題になっている任期制とは性質の異なる任期制

であった．全ての組織の活性度は，その組織の責

任者の活性度によって決まるといってもよいであ

ろう．このような考えを普遍化するならば，各講

座の活性度はその責任者である教授の活性度に左

右されると考えられる．教授の教育，研究，さら

に臨床教室の場合，診療に対する態度が教室のこ

れらの問題に対する対応として反映されることが

多い．したがって，教授の任期制も積極的に考慮

する必要があると考えられる．一度教授会で教授

になることが認められると，本人の希望でほかの

職場に移るか停年が来るまで教授の地位が保証さ

れる現在の制度は，大学の活性化に明らかに相反

する制度であり，教授も一定期間後に再評価を受

ける任期制を導入することを真剣に考慮する必要

があるであろう．
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